
図表5 事業類型(詳細)
事業類型 要件 補助⾦額 補助率 補助事業実施期間 補助対象経費

最低賃⾦枠 ① 【事業再構築要件】
  事業再構築指針に⽰す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
② 【認定⽀援機関要件】
  事業計画について認定経営⾰新等⽀援機関の確認を受けていること
③ 【付加価値額要件】
  補助事業終了後3〜5 年で付加価値額の年率平均3.0％以上増加、⼜は従業員⼀⼈当たり付加価値額の年率平均3.0％以上増加する⾒込みの事業計画を策定すること
④ 【売上⾼等減少要件】
  2022 年1 ⽉以降の連続する６か⽉間のうち、任意の３か⽉の合計売上⾼が対2019〜2021 年の同3 か⽉の合計売上⾼と⽐較して10％減少していること（当該要件を満たさ
ない場合は、2022 年1 ⽉以降の連続する６か⽉のうち、任意の３か⽉の合計付加価値額が対2019〜2021 年の同３か⽉の合計付加価値額と⽐較して15％以上減少していること
でも可。）
⑤【最低賃⾦要件】
   2021 年10 ⽉から2022 年8 ⽉までの間で、3 か⽉以上最低賃⾦＋30 円以内で雇⽤している従業員が全従業員数の10％以上いること

【従業員数5 ⼈以下】 100 万円 〜 500 万円
【従業員数６〜20 ⼈】 100 万円 〜 1,000 万円
【従業員数21 ⼈以上】 100 万円 〜 1,500 万円

中⼩企業者等 3/4
中堅企業等 2/3

物価⾼騰対策・
回復再⽣応援枠

① 【事業再構築要件】
  事業再構築指針に⽰す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
② 【認定⽀援機関要件】
  事業計画について認定経営⾰新等⽀援機関の確認を受けていること。
③ 【付加価値額要件】
  補助事業終了後3〜5 年で付加価値額の年率平均3.0％以上増加、⼜は従業員⼀⼈当たり付加価値額の年率平均3.0％以上増加する⾒込みの事業計画を策定すること
④ 以下（a）（b）のいずれかを満たすこと
（a）【売上⾼等減少要件】
   2022 年1 ⽉以降の連続する６か⽉間のうち、任意の３か⽉の合計売上⾼が対2019〜2021 年の同3 か⽉の合計売上⾼と⽐較して10％減少していること（当該要件を満た
さない場合は、2022 年1 ⽉以降の連続する６か⽉
のうち、任意の３か⽉の合計付加価値額が対2019〜2021 年の同３か⽉の合計付加価値額と⽐較して15％以上減少していることでも可。）
（b）【再⽣要件】
   再⽣事業者（Ⅰ.中⼩企業活性化協議会等において再⽣計画を策定中の者⼜はⅡ.中⼩企業活性化協議会等において再⽣計画を策定済かつ再⽣計画成⽴後3 年以内の者）で
あること

【従業員数5 ⼈以下】 100 万円 〜 1,000 万円
【従業員数６〜20 ⼈】 100 万円 〜 1,500 万円
【従業員数21〜50 ⼈】 100 万円 〜 2,000 万円
【従業員51 ⼈〜】 100 万円 〜 3,000 万円

中⼩企業者等 2/3（※１）
中堅企業等 1/2（※２）
（※１）従業員数5 ⼈以下の場合400 万円、従業員数6
〜20 ⼈の場合600万円、従業員数21〜50 ⼈の場合800
万円、従業員数51 ⼈以上の場合は1,200 万円までは3/4
（※２）従業員数5 ⼈以下の場合400 万円、従業員数6
〜20 ⼈の場合600 万円、従業員数21〜50 ⼈の場合800
万円、従業員数51 ⼈以上の場合は1,200 万円までは2/3

(a)主たる事
業の市場規模
が縮⼩する業
種・業態に属
する事業者
(b)地域から
撤退する基幹
⼤企業の直接
取引額が売上
⾼の10%以上
を占める事業
者

産業構造転換枠 ① 【事業再構築要件】
  事業再構築指針に⽰す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
② 【認定⽀援機関要件】
  事業計画について認定経営⾰新等⽀援機関の確認を受けていること。補助⾦額が3,000 万円を超える案件は認定経営⾰新等⽀援機関及び⾦融機関（⾦融機関が認定経営⾰
新等⽀援機関であれば当該⾦融機関のみでも可）の確認を受けていること
③ 【付加価値額要件】
  補助事業終了後3〜5 年で付加価値額の年率平均3.0％以上増加、⼜は従業員⼀⼈当たり付加価値額の年率平均3.0％以上増加する⾒込みの事業計画を策定すること
④ 【市場縮⼩要件】
  現在の主たる事業が過去〜今後のいずれか10 年間で、市場規模が10％以上縮⼩する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施するこ
と、または地域における基幹⼤企業が撤退することにより、市町村内総⽣産の10％以上が失われると⾒込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹⼤企業との直接取引額が
売上⾼の10％以上を占めること
⑤ 【別事業要件】
  既に事業再構築補助⾦で取り組んでいる⼜は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること
⑥ 【能⼒評価要件】
  既存の事業再構築を⾏いながら新たに取り組む事業再構築を⾏うだけの体制や資⾦⼒があること

【従業員数20 ⼈以下】 100 万円 〜 2,000 万円
【従業員数21~50 ⼈】 100 万円 〜 4,000 万円
【従業員数51〜100 ⼈】 100 万円 〜 5,000 万円
【従業員数101 ⼈以上】 100 万円 〜 7,000 万円
※廃業を伴う場合には、廃業費を最⼤2,000 万円上乗せ

中⼩企業者等 2/3
中堅企業等 1/2

建物費、機械装置・システム構築費
（リース料を含む）、技術導⼊費、
専⾨家経費、運搬費、クラウドサー
ビス利⽤費、外注費、知的財産権等
関連経費、広告宣伝・販売促進費、
研修費、廃業費

廃業を伴う場合には、廃業費を最⼤2,000 万円上乗せ

取り組む事業
の市場規模が
拡⼤する業
種・業態に属
する事業者

成⻑枠 ①【事業再構築要件】
  事業再構築指針に⽰す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
②【認定⽀援機関要件】
  事業計画について認定経営⾰新等⽀援機関の確認を受けていること。補助⾦額が3,000 万円を超える案件は認定経営⾰新等⽀援機関及び⾦融機関（⾦融機関が認定経営⾰
新等⽀援機関であれば当該⾦融機関のみでも可）の確認を受けていること
③【付加価値額要件】
  補助事業終了後3〜5 年で付加価値額の年率平均4.0％以上増加、⼜は従業員⼀⼈当たり付加価値額の年率平均4.0％以上増加する⾒込みの事業計画を策定すること
④【市場拡⼤要件】
  取り組む事業が、過去〜今後のいずれか10 年間で、市場規模が10％以上拡⼤する業種・業態に属していること
⑤【給与総額増加要件】
  事業終了後3〜5 年で給与⽀給総額を年率平均２％以上増加させること
＜補助率引上げを受ける場合の追加要件＞
【補助率引上要件】
① 補助事業期間内に給与⽀給総額を年平均6％以上増加させること
② 補助事業期間内に事業場内最低賃⾦を年額45 円以上の⽔準で引上げること

【従業員数20 ⼈以下】 100 万円 〜 2,000 万円
【従業員数21~50 ⼈】 100 万円 〜 4,000 万円
【従業員数51〜100 ⼈】 100 万円 〜 5,000 万円
【従業員数101 ⼈以上】 100 万円 〜 7,000 万円

グリーン成⻑枠
（エントリー）

①【事業再構築要件】
  事業再構築指針に⽰す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
②【認定⽀援機関要件】
  事業計画について認定経営⾰新等⽀援機関の確認を受けていること。補助⾦額が3,000 万円を超える案件は認定経営⾰新等⽀援機関及び⾦融機関（⾦融機関が認定経営⾰
新等⽀援機関であれば当該⾦融機関のみでも可）の確認をうけていること
③【付加価値額要件】
  補助事業終了後3〜5 年で付加価値額の年率平均4.0％以上増加、⼜は従業員⼀⼈当たり付加価値額の年率平均4.0％以上増加する⾒込みの事業計画を策定すること
④【グリーン成⻑要件】
  グリーン成⻑戦略「実⾏計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する１年以上の研究開発・技術開発⼜は従業員の⼀定割合以上に対
する⼈材育成をあわせて⾏うこと
⑤【給与総額増加要件】
  事業終了後3〜5 年で給与⽀給総額を年率平均２％以上増加させること
⑥【別事業要件】
  既に事業再構築補助⾦で取り組んでいる⼜は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること
⑦【能⼒評価要件】
  既存の事業再構築を⾏いながら新たに取り組む事業再構築を⾏うだけの体制や資⾦⼒があること
＜補助率引上げを受ける場合の追加要件＞
【補助率引上要件】
① 補助事業期間内に給与⽀給総額を年平均6％以上増加させること
② 補助事業期間内に事業場内最低賃⾦を年額45 円以上の⽔準で引上げること

中⼩企業者等
【従業員数20 ⼈以下】100 万円 〜 4,000 万円
【従業員数21〜50 ⼈】100 万円 〜 6,000 万円
【従業員数51 ⼈以上】100 万円 〜 8,000 万円

中堅企業等
100 万円 〜 1 億円

グリーン成⻑枠
（スタンダード）

①【事業再構築要件】
  事業再構築指針に⽰す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
②【認定⽀援機関要件】
  事業計画について認定経営⾰新等⽀援機関の確認を受けていること。補助⾦額が3,000 万円を超える案件は認定経営⾰新等⽀援機関及び⾦融機関（⾦融機関が認定経営⾰
新等⽀援機関であれば当該⾦融機関のみでも可）の確認を受けていること
③【付加価値額要件】
  補助事業終了後3〜5 年で付加価値額の年率平均5.0％以上増加、⼜は従業員⼀⼈当たり付加価値額の年率平均5.0％以上増加する⾒込みの事業計画を策定すること
④【グリーン成⻑要件】
  グリーン成⻑戦略「実⾏計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する2 年以上の研究開発・技術開発⼜は従業員の⼀定割合以上に対
する⼈材育成をあわせて⾏うこと
⑤【給与総額増加要件】
  事業終了後3〜5 年で給与⽀給総額を年率平均２％以上増加させること
⑥【別事業要件】
  既に事業再構築補助⾦で取り組んでいる⼜は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること
⑦【能⼒評価要件】
  既存の事業再構築を⾏いながら新たに取り組む事業再構築を⾏うだけの体制や資⾦⼒があること
＜補助率引上げを受ける場合の追加要件＞
【補助率引上要件】
① 補助事業期間内に給与⽀給総額を年平均6％以上増加させること
② 補助事業期間内に事業場内最低賃⾦を年額45 円以上の⽔準で引上げること

中⼩企業者等
100 万円 〜 1 億円

中堅企業者等
100 万円 〜 1.5 億円

海外で製造す
る部品等の国
内回帰を進
め、国内サプ
ライチェーン
の強靱化及び
地域産業の活
性化に資する
取組を⾏う事
業者

サプライチェーン
強靱化枠

①【事業再構築要件】
  事業再構築指針に⽰す「事業再構築 （国内回帰 」の定義に該当する事業であること
②【認定⽀援機関要件】
  事業計画 について 認定経営⾰新等⽀援機関 の確認を受けていること 。補助⾦額が 3,000万円を超える案件は認定経営⾰新等⽀援機関及び⾦融機関（⾦融機関が認定経営
⾰新等⽀援機関であれば当該⾦融機関のみでも可） の確認を受け ていること
③【付加価値額要件】
  補助事業終了後 3 5年で付加価値額の年率平均 5.0％以上 増加、⼜は従業員⼀⼈当たり付加価値額の年率平均 5.0％以上 増加する⾒込みの事業計画を策定すること
④【国内増産要請要件】
   取引先から国内での ⽣産（ 増産 要請があること（事業完了後、具体的な商談が進む予定があるもの）
⑤【市場拡⼤要件 】
  取り組む事業が、過去〜今後のいずれか 10年間で、市場規 模が 10%以上拡⼤する業種・業態に属していること （ただし製造業に限る。
⑥【デジタル要件】
  下記の要件をいずれも満たしていること
 (1) 経済産業省が公開するＤＸ推進指標を活⽤し、⾃⼰診断を実施し、結果を独⽴⾏政法⼈情報処理推進機構（ IPA）に対して提出していること。
 (2) IPAが 実施 する「 SECURITY ACTION」の「 ★★ ⼆ つ 星」 の 宣⾔ を ⾏ っていること。
⑦【事業場内最低賃⾦要件 】
  交付決定時点で、設備投資する事業場内最低賃⾦が地域別最低賃⾦より 30円以上 ⾼いこと。ただし、新規⽴地の場合は、当該新事業場内最低賃⾦が地域別最低賃⾦より
30円以上⾼くなる雇⽤計画を⽰すこと。
⑧【給与総額増加要件】
  事業終了後 3 5年で給与⽀給総額を年率平均２％以上増加させること
⑨【パートナーシップ 構築宣⾔ 要件】
  「パートナーシップ構築宣⾔」ポータルサイトにて、宣⾔を公表していること
⑩【別事業要件】
   既に事業再構築補助⾦で取り組んでいる⼜は取り組む予定の補助事業とは 異なる事業内容であること
⑪【能⼒評価要件】
  既存の事業再構築を⾏いながら新たに取り組む事業再構築を⾏うだけの体制や資⾦⼒があること

中⼩企業者等・中堅企業等ともに
1,000万円 〜 ５億円
※建物費がない場合は３億円以内

中⼩企業者等 1/2
中堅企業等 1/3

交付決定⽇〜28か⽉以内
（ただし、補助⾦交付候補者の採択発
表⽇から30か⽉後の⽇まで）

建物費、機械装置（必須※）・シス
テム構築費

−

交付決定⽇〜12 か⽉以内
（ただし、補助⾦交付候補者の採択発
表⽇から14か⽉後の⽇まで）

中⼩企業者等 1/2
(⼤規模な賃上げ（※）を⾏う場合は2/3）
中堅企業等 1/3
(⼤規模な賃上げ（※）を⾏う場合は1/2)
（※）事業終了時点で、①事業場内最低賃⾦＋45 円、
②給与⽀給総額＋６％を達成すること。

産業雇⽤安定助成⾦（事業再構築⽀援コース）
新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の⼀時的な縮⼩を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築を⾏
うため、当該事業再構築に必要な新たな⼈材の円滑な受⼊れを⽀援するものです。

助成額
中⼩企業    280万円／⼈※1（140万円×２期※2）
中⼩企業以外  200万円／⼈※1（100万円×２期※2）
助成対象期間 １年
※1 ⼀事業主あたり５⼈までの⽀給に限ります。
※2 雇⼊れから６か⽉を⽀給対象期の第１期、次の6か⽉を第２期として、6か⽉ごとに２回に分けて⽀給します。

助成対象（主な要件）
【事業主】
・令和５年４⽉１⽇以降に中⼩企業庁の実施する「事業再構築補助⾦」※3の応募書類を提出し、交付決定を受けていること
※3 第10回公募要領の「物価⾼騰対策・回復再⽣応援枠」および「最低賃⾦枠」に限ります。また、事業計画に記載する「実施体
制」中に⼈材確保に関する事項を記載した場合に限ります。
・下記の【労働者】の雇⼊れにあたって、次のa〜cまでの全ての条件を満たすこと
a. 雇⽤保険の⼀般被保険者または⾼年齢被保険者として雇い⼊れること
b. 期間の定めのない労働契約を締結する労働者（パートタイム労働者は除く）として雇い⼊れること
c. 「事業再構築補助⾦」の補助事業実施期間の初⽇から当該期間の末⽇までに雇い⼊れること
・下記の【労働者】の雇⼊れ⽇前６か⽉から本助成⾦の⽀給申請までの期間に、雇⽤する労働者を解雇等していないこと
【労働者】
「事業再構築補助⾦」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者であって、次の1と2に該当する者
⒈次のaかbのいずれかに該当する者
a. 専⾨的な知識や技術が必要となる企画・⽴案、指導（教育訓練等）の業務に従事する者
b. 部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係⻑相当職以上の者
⒉ 1年間に350万円以上の賃⾦※4が⽀払われる者
※4 時間外⼿当及び休⽇⼿当を除いた、毎⽉決まって⽀払われる基本給および諸⼿当に限ります。
また、助成⾦の⽀給については、⽀払われた賃⾦が175万円以上の⽀給対象期に限ります。

事業者

①業況・市場
環境が厳しい
事業者

②その他

グリーン成⻑
戦略の課題解
決に資する取
組に関連する
研究開発・技
術開発⼜は従
業員の⼀定割
合以上に対す
る⼈材育成を
あわせて⾏う
事業者

業況が厳しい
事業者

建物費、機械装置・システム構築費
（リース料を含む）、技術導⼊費、
専⾨家経費、運搬費、クラウドサー
ビス利⽤費、外注費、知的財産権等
関連経費、広告宣伝・販売促進費、
研修費

建物費、機械装置・システム構築費
（リース料を含む）、技術導⼊費、
専⾨家経費、運搬費、クラウドサー
ビス利⽤費、外注費、知的財産権等
関連経費、広告宣伝・販売促進費、
研修費

【組合特例】
中⼩企業等経営強化法第2条第1項第7号及び第8号並び
に同条第5項第7号に該当する組合のうち、以下に該当
する組合は、直接⼜は間接の構成員のうち本補助⾦の
対象となる事業者（以下「対象組合員」という。）の
数に1/2を乗じた数⼜は10のうちいずれか⼩さい数を
基礎として、当該基礎となる対象組合員の従業員数に
応じた補助上限額を積み上げた額を補助上限額とする
ことが出来ます。
（対象となる組合）
協業組合／事業協同組合及び事業協同⼩組合並びに協
同組合連合会／⽔産加⼯業協同組合及び⽔産加⼯業協
同組合連合会／商⼯組合及び商⼯組合連合会／商店街
振興組合及び商店街振興組合連合会／⽣活衛⽣同業組
合及び⽣活衛⽣同業⼩組合並びに⽣活衛⽣同業組合連
合会（※）／内航海運組合及び内航海運組合連合会
（※）／技術研究組合（※）
（※）中⼩企業等経営強化法に定める特定事業者に該
当し、同法に定める中⼩企業者に該当しない場合に
は、中堅企業等として、補助率、補助⾦額の計算等を
⾏うものとする。

【組合特例】について
応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
ア. 直接⼜は間接の構成員のうち本補助⾦の対象とな
る事業者（以下「対象組合員」という。）の数に1/2
を乗じた数⼜は10のうちいずれか⼩さい数を基礎とし
て、当該基礎となる対象組合員の従業員数に応じた補
助上限額を積み上げた額を補助上限額とします。
（例１）対象組合員数が16者（※）である組合が、成
⻑枠で申請する場合
（※）16者の内訳…従業員20⼈以下の中⼩企業が4
者、従業員21〜50⼈の中⼩企業が4者、従業員51〜
100⼈の中⼩企業が4者、従業員101⼈以上の中⼩企業
が4者
→16×1／2＝8となることから、8者分の補助上限額
を積み上げた額が補助上限額となる。
当該組合の補助上限額＝7,000万円×4者＋5,000万円
×4者＝4.8億円
（例２）対象組合員数が32者（※）である組合が、成
⻑枠で申請する場合
（※）32者の内訳…従業員20⼈以下の中⼩企業が8
者、従業員21〜50⼈の中⼩企業が8者、従業員51〜
100⼈の中⼩企業が8者、従業員101⼈以上の中⼩企業
が8者
→32×1／2＝16となることから、10者分の補助上限
額を積み上げた額が補助上限額となる。
当該組合の補助上限額＝7,000万円×8者＋5,000万円
×2者＝6.6億円
イ. 組合の構成員について、資本⾦と従業員数がわか
る資料を提出してください。
ウ．主たる構成員が何らかの事業を実施している事業
者であること及び組合そのものが組合員のための⾦融
⼿段の提供、組合員の事業の調整、技術指導・経営指
導・教育・情報提供、検査以外の実事業を⾏う者であ
ることが必要となります。
エ．交付申請時に、本補助事業に取り組むことについ
て、総会の議決を得ていることが確認できる証憑の提
出が必要となります。
オ．以上について、組合特例に関する確認書（参考様
式）の内容を電⼦申請システムから登録頂く必要があ
ります。

補助⾦額上乗せ、補助率引上げ、助成⾦

交付決定⽇〜14 か⽉以内
（ただし、補助⾦交付候補者の採択発
表⽇から16か⽉後の⽇まで）

補助率引上げ
中⼩企業者等 1/2
(⼤規模な賃上げ（※）を⾏う場合は2/3）
中堅企業等 1/3
(⼤規模な賃上げ（※）を⾏う場合は1/2)
（※）事業終了時点で、①事業場内最低賃⾦＋45 円、②給与⽀給総額＋６％を達成すること。

卒業促進枠
① 成⻑枠⼜はグリーン成⻑枠に申請する事業者であること
②【卒業要件】
  成⻑枠⼜はグリーン成⻑枠の補助事業終了後３〜５年で中⼩企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること
補助⾦額  成⻑枠・グリーン成⻑枠の補助⾦額上限に準じる。
補助率   中⼩企業者等 1/2
      中堅企業等 1/3
補助事業実施期間 交付決定⽇〜成⻑枠・グリーン成⻑枠の事業計画期間終了

⼤規模賃⾦引上促進枠
① 成⻑枠⼜はグリーン成⻑枠に申請する事業者であること
②【賃⾦引上要件】
  成⻑枠⼜はグリーン成⻑枠の補助事業終了後３〜５年の間、事業場内最低賃⾦を年額45 円以上の⽔準で引上げること
③【従業員増員要件】
  成⻑枠⼜はグリーン成⻑枠の補助事業終了後３〜５年の間、従業員数を年率平均1.5％以上増員させること
補助⾦額  100 万円 〜 3,000 万円
補助率   中⼩企業者等 1/2
      中堅企業等 1/3
補助事業実施期間 交付決定⽇〜成⻑枠・グリーン成⻑枠の事業計画期間終了


